
梅（藤五郎）

紹介

栄養成分

亀田の銘産、梅の栽培の歴史は古く江戸時代後期にさかのぼる。宇野藤五郎が栽培し、新潟市場に

出荷したのが始まりで、その優れた品質から「藤五郎梅」と呼ばれるようになった。果実が大きい

ため、梅干や梅酒に適している。

梅は水分〈90.4 %〉、炭水化物〈7.9 %〉、たんぱく質〈0.7 %〉である。炭水化物の〈2.5 %〉が食物繊維〈

水溶性 0.9 %、不溶性 1.6 %）である。ミネラル類は、カリウム（240 mg）、カルシウム（22 mg）、鉄（

0.6 mg）が含まれる。ビタミン類は、ビタミン A（β-カロテン当量）240 μg、ビタミン B1 0.03 mg

、ビタミン B2 0.05 mg、ビタミン B6 0.06 mg、ビタミン C 6 mg、ビタミン E 3.3 mg を含む。

※〈〉内は可食部 100ｇあたりの数値

その他の有用成分

有機酸(クエン酸等）、ポリフェノール（クロロゲン酸、カフェイン酸、p-クマル酸、フェルラ酸）、

ムメフラール、オレアノール酸



健康への有用効果エビデンス

※参考資料

　うめ果実は、比較的多く（乾燥重量で 1 %）フェノール化合物を含み、高い ORAC 値（トロロック

ス当量で150～320 μmol/g）を示す。その成分は、クロロゲン酸、カフェイン酸、p-クマル酸、フェ

ルラ酸と同定され、最も多い成分はヒドロキシ桂皮酸誘導体であった（資料 1）。

オレアノール酸やウルソール酸等の環状トリテルペンを含むうめ抽出物は、in vitro 及び in 

vivo（ヒトがん細胞）で、抗酸化性（活性酸素種の低減）によりがん細胞の増殖を阻害した（資料

2）。

　疫学調査（健常者 1,358 名）で、うめ摂取量とピロリ菌由来慢性胃炎との関係が調査され、うめ

摂取が、ピロリ菌感染を阻害し、慢性萎縮性胃炎を予防する効果が示唆された（資料 3）。

種子には、毒性のあるプルナシンやアミグダリン等の青酸配糖体が含まれ、青梅にも少量含まれ

るため注意が必要である（資料 4）。

　ムメフラールは、生梅を加熱して梅エキスにする過程で 5- ヒドロキシメチルフルフラールと

クエン酸がエステル結合して生成する（資料 4、5）。ムメフラールは、活性酸素種が関与する血管

平滑筋細胞の増殖を刺激するアンジオテンシン II の作用を阻害し、心血管系疾患予防効果が示

唆された（資料 6）。
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ここで示した情報は素材に関する情報であり、個々の商品の安全性や有効性を示す情報ではありません。個々の商品の安全性、有効性は商品の

品質（使用された素材、製造方法など）に大きく依存されます。

商品表示、及び商品説明、POP 等は「健康増進法」「景品表示法」「薬事法」「JAS 法」「食品衛生法」「計量法」の法律及び各種業界団体等の規準に則り

適正な表示に努めることが重要です。
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